
能登半島地震にかかる応急給水派遣について 

 

石川県能登地方を震源とする一連の地震災害において、応急給水の災害支援要請が日

本水道協会からあり、上下水道課職員を派遣しました。  

 

【支援概要】 

（１）滋賀県事務局 日本水道協会滋賀県支部事務局（大津市企業局企業総務課）  

（２）活動期間   ２月５日（月）から１３日（火）まで９日間 

（３）活動体制   栗東市上下水道事業所上下水道課職員４名 

  前半（2/5～2/9）：2 名 

  後半（2/9～2/13）：2 名 

加圧給水車 2.8㎥ １台 

（４）活動内容   給水車による応急給水 

 町内浄水場にて注水後、福祉施設および町民への給水活動 

（５）担当地域   石川県能登町 

（６）宿 泊 先   富山県氷見市 

 

【１日の活動内容】 

5 時 00 分 氷見市出発 

7 時 30 分 能登町浄水場にて給水車に 2.8㎥を注水 

8 時 50 分 福祉施設関係 2 箇所、能登町役場の仮設タンク、能都中学校（避難所）

の仮設タンクに給水 

11 時 00 分 再度、浄水場にて給水車に 2.8㎥を注水後、病院で給水及び受水槽へ

の加圧給水 

12 時 30 分 再度、浄水場にて給水車に注水 

12 時 45 分 能登町役場、中学校の使用水量を観察しながら随時給水 

15 時 00 分 宇出津港いやさか広場にて拠点給水活動 

16 時 00 分 応急給水事業体の定例会議 

17 時 15 分 活動終了 

20 時 30 分 氷見市宿泊場所到着 

 

報告事項① 

（R6.3.21上下水道事業審議会資料） 



■応急給水活動状況（令和６年２月１日現在：厚生労働省資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■応急給水活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

    

 

 

 

 

   

 
 

 
 

  

  

 

 

福祉施設への個別給水活動 

他車への加圧給水 

町民への給水活動 

能登町浄水場での注水 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能登町役場、周辺 

道路の状況 

病院受水槽への給水 


